
FD宣言
お客さま第一の業務運営方針

Life Concierge Co., Ltd.

ライフコンシェルジュ株式会社
新宿区新宿6-7-1 エルプリメント新宿302



ライフコンシェルジュ株式会社（以下「当社」）は、企業理念である「究極のパーソナルサービス」の実現に向け
て常にお客さまの立場に立ち、共に成長できる体制を構築し、社員育成や提携企業とより良い関係を構築いたしま
す。当社の行動指針の項目でもあるように御用聞きであり続け、お客さまのニーズに答えられるよう、決してNO
を言わない姿勢であり続ける業務運営を推進してまいります。

保険のみならずあらゆる人脈を駆使し、最適な提案やサービスを提供できるよう当社では代理店運営や社員育成を
常に見直し、改善し続け、より良いサービス提供に努めます。

金融事業者として位置づけられている当社は、金融庁より「顧客本位の業務運営に関する原則」が公表されたこと
に伴い常にお客さまの立場に立ち、保険のリスクコンサルティングサービスを提供する総合保険代理店企業として
「お客さま本位の業務運営方針」（FD宣言＝フィデューシャリデューティー宣言）を策定いたしました。

当社は引き続きお客さま目線、立場で考える企業文化を根底に重要性を認識し、この宣言に表された経営理念、行
動指針を常により良いものへと継続・改善・発展させ、お客さま本位の業務運営の基本としてさらに徹底を図って
まいります。
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方針1 お客さま本位の業務運営方針策定・公表 対応原則 原則２、原則２（注）、原則６（注１）、原則７
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「お客さまの安心と満足」を追求した業務体制
当社は、お客さまと長期にご継続いただくために「お客さまの安心と満足」を実現させたいと考えております。そのため、
お客さまに安心と満足を実感頂くには社員全員が御用聞きであり、適正な手続きをはじめ、お客さまの利益に繋げ、適切
なアフターフォローに努め、保険のみならずあらゆる人脈を駆使し、最適且つ最善のサービスの提供を使命として、お客
さま本位の業務運営を実施いたします。

社員一人ひとりが「お客さま第一」の価値観をもって行動します。
当社は、社員一人ひとりが「お客さま第一」の価値観をもって行動するよう、社員育成を継続的に行います。また、組織
や個人の目標管理、評価においても「お客さま第一」に高い価値観を置くことにより、企業文化として定着を図ります。

１、

２、

方針2 お客さまの最善の利益の追求 対応原則 原則2、原則2（注）、原則６（注5）

お客さまの声に真摯に耳を傾け、改善に活かします
当社は、お客さまの声を幅広くお伺いするとともに、寄せられたご意見、要望、お褒め・苦情等すべてのお客さまの声に
真摯に耳を傾け迅速かつ適切に対応します。また、お客さまの声を品質の向上に向けた諸施策に活かします。

お客さまの利益を不当に害さないよう適切に業務を行います
当社は、お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引を管理し、適切に業務を行うため、金融サービスの提供等に関
する法律、消費者契約法および、各種法令等を遵守を徹底する積極的なコンプライアンス推進体制に取り組みます。

１、

２、
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方針3 利益相反の適切な管理 対応原則 原則2（注）、原則3、原則3（注）、原則5（注1）、原則６、原則６（注１、注４）、原則７

適切な利益相反管理
当社は、取扱可能なすべての保険商品の中からお客さまのご意向に沿った保険商品のご提案に努めます。
また保険募集人がお客さまのご意向の内容や加入締結に至るまでの経緯を記録した顧客管理・意向把握シートを定期的に
確認し、お客さまの利益が不当に害されることがないようすべての取引の管理（利益相反等の管理）、維持、改善に努め
てまいります。

特定保険契約とご高齢のお客さま契約の管理
当社は利益相反等の管理においても、特に特定保険契約やご高齢のお客さまの契約について、お客さまの利益が不当に害
されることがないよう、当該販売、推奨等が適正であるか、担当保険募集人へのヒアリングを交えた販売実績の分析をす
るなど徹底した検証、管理を行ってまいります。

１、

２、

方針4 お客さまへの重要な情報のわかりやすい提供 対応原則 原則5、原則5（注１、注３、注４、注５）、原則6、原則６（注５）

ご契約へのご理解・ご納得を得られる説明に努めます
当社は、お客さまニーズに合った最適な商品をご選択いただけるよう、適正な保険募集および契約管理を行います。

お客さまに商品内容を十分ご理解いただけるよう、説明方法等を工夫し、わかりやすく説明します。
お客さまのご意向に沿った適切な商品をご選択いただけるよう、お客さまの商品に関する知識、ご予算、ご契約の目的等
を総合的に勘案して説明します。
ご契約後も、ご契約の変更・更改・解約等を迅速かつ適切に行い、お客さまの利便性を向上させます。
お客さまの資金繰りや事業状態の確認が行える体制を構築させ、お客さまの状況に応じた最善の提案とサポート、アドバ
イスが行えるようにします

（1）
（2）

（3）
（4）
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方針5 お客さまにふさわしいサービスの提供 対応原則 原則5、原則5（注３）原則６、原則６（注1、注４）

お客さまニーズに応える商品・サービスを提供します
当社は、社会環境の変化に伴う新しいリスクや多様化するお客さまニーズに迅速かつ柔軟に対応した商品・サービスを提供します。

定期的なアフターフォロー体制構築
当社は、ご加入いただいたお客さまに対して定期的に保険契約に関する内容のお知らせを行い、お客さまを取り巻く環境や資産、収
入等が変化したことを把握した場合には、社内登録情報の変更を行い、適宜、変化に応じたフォローに努めてまいります。

早期更改手続き体制構築
当社は、災害が起きた際にお客さまの事業がどこよりも早く事業再開できるよう早期に更改手続きを実施し、迅速な保険金請求が可
能な体制を構築します。

お客さまに寄り添った事故対応を実践します
当社は、事故に遭われたすべてのお客さまや事故のお相手の方に、迅速かつ丁寧な説明と適切な保険金のお支払いを行うとともに、
お客さま第一の「心にまで向き合う事故対応」を実践します。

１、

２、

3、

4、

方針6 従業員に対する適切な動機付づけの枠組み等 対応原則 原則2、原則2（注）、原則６（注５）、原則７、原則７（注）

代理店が行う業務の品質向上に取り組みます。
当社は、営業社員の雇用を判断する際の事前審査や、雇用後の継続的な教育・指導を通じて、代理店が行う業務の品質向上に取り組
みます。

従業員の育成の実施と能力開発に取り組みます。
当社は、金融リテラシー、金融知識の向上に対し高い意識を持ち、お客さま一人ひとりに応じたきめ細かいサービスを提供できるよ
う教育体制を構築いたします。

１、

２、



金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」に示されている内容との対応関係について（１）

【原則２】顧客の最善の利益の追求

原則２

金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客 に対して誠実・公
正に業務を行い、顧客の最善の利益を 図るべきである。金融事業者は、こ
うした業務運営が企 業文化として定着するよう努めるべきである。

（注）

金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位の良質な サービスを提供し、
顧客の最善の利益を図ることにより、 自らの安定した顧客基盤と収益の確
保につなげていくこ とを目指すべきである。

〇顧客本位の業務運営に関する原則

方針1-1
方針1-2
方針2-1
方針2-2
方針6-1
方針6-2

方針1-2
方針2-1
方針2-2
方針3-1
方針3-2
方針6-1
方針6-2
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ライフコンシェルジュ株式会社の方針の該当箇所

「お客さまの安心と満足」を追求した業務体制
社員一人ひとりが「お客さま第一」の価値観をもって行動します。
お客さまの声に真摯に耳を傾け、改善に活かします
お客さまの利益を不当に害さないよう適切に業務を行います
代理店が行う業務の品質向上に取り組みます。
従業員の育成の実施と能力開発に取り組みます。

社員一人ひとりが「お客さま第一」の価値観をもって行動します。
お客さまの声に真摯に耳を傾け、改善に活かします
お客さまの利益を不当に害さないよう適切に業務を行います
適切な利益相反管理
特定保険契約とご高齢のお客さま契約の管理
代理店が行う業務の品質向上に取り組みます。
従業員の育成の実施と能力開発に取り組みます。
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金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」に示されている内容との対応関係について（2）

【原則３】利益相反の適切な管理

原則3

金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、
利益相反の可能性がある場合に は、当該利益相反を適切に管理すべきである。金
融事業 者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定す べきである。

（注）

金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに当たって、例えば、以下の事情が
取引又は業務に及ぼす影響につい ても考慮すべきである。

・ 販売会社が、金融商品の顧客への販売・推奨等に伴っ て、当該商品の提供会社
から、委託手数料等の支払を受 ける場合

・ 販売会社が、同一グループに属する別の会社から提供 を受けた商品を販売・推
奨等する場合(※）

・ 同一主体又はグループ内に法人営業部門と運用部門を 有しており、当該運用部
門が、資産の運用先に法人営業 部門が取引関係等を有する企業を選ぶ場合 (※）

〇顧客本位の業務運営に関する原則

方針3-1
方針3-2

方針3-1

ライフコンシェルジュ株式会社の方針の該当箇所

適切な利益相反管理
特定保険契約とご高齢のお客さま契約の管理

適切な利益相反管理

※当社における組織形態上、同一グループに属する別の会社から
提供を受けた商品を販売・推進することがないため対象としてい
ません。
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金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」に示されている内容との対応関係について（2）

【原則４】手数料等の明確化

原則4

金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料そ の他の費用の詳細
を、当該手数料等がどのようなサービ スの対価に関するものかを含め、顧
客が理解できるよう 情報提供すべきである。（※）

〇顧客本位の業務運営に関する原則 ライフコンシェルジュ株式会社の方針の該当箇所

※当社の取扱商品の特性上ならびに手数料等の開示義務がないため、

本原則は対象としておりません。



【原則５】重要な情報のわかりやすい提供

原則5

金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則４に示さ
れた事項のほか、金融商品・ サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が
理解 できるよう分かりやすく提供すべきである。

（注1）

重要な情報には以下の内容が含まれるべきである。

・ 顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービス の基本的な利益 （リター
ン）、損失その他のリスク、取引条件

・ 顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品の組成に携 わる金融事業者が販売対
象として想定する顧客属性

・ 顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービス の選定理由（顧客のニー
ズ及び意向を踏まえたものであ ると判断する理由を含む）

・ 顧客に販売・推奨等を行う金融商品・サービスについ て、顧客との利益相反の
可能性がある場合には、その具 体的内容（第三者から受け取る手数 料等を含む）
及びこれが取引又は業務に及ぼす影響

お客さまニーズに合った最適な商品をご選択いただけるよう、
適正な保険募集および契約管理を行います。
お客さまニーズに応える商品・サービスを提供します
定期的なアフターフォロー体制構築
早期更改手続き体制構築
お客さまに寄り添った事故対応を実践します

適切な利益相反管理

特定保険契約とご高齢のお客さま契約の管理

お客さまニーズに合った最適な商品をご選択いただけるよう、

適正な保険募集および契約管理を行います。
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金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」に示されている内容との対応関係について（3）

〇顧客本位の業務運営に関する原則

方針4

方針5-1
方針5-2
方針5-3
方針5-4

方針3-1
方針3-2
方針4

ライフコンシェルジュ株式会社の方針の該当箇所
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【原則5】重要な情報のわかりやすい提供

（注2）

金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージ として販売・推奨
等する場合には、個別に購入すること が可能であるか否かを顧客に示すと
ともに、パッケージ 化する場合としない場合を顧客が比較することが可能
と なるよう、それぞれの重要な情報について提供すべきで ある（注2）～
（注5）は手数料等の情報を提供する場 合においても同じ）。（※）

（注3）

金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考慮の上、 明確、平易であっ
て、誤解を招くことのない誠実な内容 の情報提供を行うべきである。

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」に示されている内容との対応関係について（4）

〇顧客本位の業務運営に関する原則

方針4

方針5-1
方針5-2
方針5-3
方針5-4

ライフコンシェルジュ株式会社の方針の該当箇所

お客さまニーズに合った最適な商品をご選択いただけるよう、
適正な保険募集および契約管理を行います。
お客さまニーズに応える商品・サービスを提供します
定期的なアフターフォロー体制構築
早期更改手続き体制構築
お客さまに寄り添った事故対応を実践します

※当社は複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨することがない
ため、対象としておりません。
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金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」に示されている内容との対応関係について（5）

【原則5】重要な情報のわかりやすい提供

（注4）

金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う金融商 品・サービスの複
雑さに見合った情報提供を、分かりや すく行うべきである。単純でリスク
の低い商品の販売・ 推奨等を行う場合には簡潔な情報提供とする一方、複
雑 又はリスクの高い商品の販売・推奨等を行う場合には、 顧客において同
種の商品の内容と比較することが容易と なるように配意した資料を用いつ
つ、リスクとリターン の関係など基本的な構造を含め、より分かりやすく
丁寧 な情報提供がなされるよう工夫すべきである。

（注5）

金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際には、情 報を重要性に応じ
て区別し、より重要な情報については 特に強調するなどして顧客の注意を
促すべきである。

〇顧客本位の業務運営に関する原則

方針4

方針4

ライフコンシェルジュ株式会社の方針の該当箇所

お客さまニーズに合った最適な商品をご選択いただけるよう、
適正な保険募集および契約管理を行います。

お客さまニーズに合った最適な商品をご選択いただけるよう、
適正な保険募集および契約管理を行います。



適切な利益相反管理
特定保険契約とご高齢のお客さま契約の管理
お客さまニーズに合った最適な商品をご選択いただけるよう、
適正な保険募集および契約管理を行います。
お客さまニーズに応える商品・サービスを提供します
定期的なアフターフォロー体制構築
早期更改手続き体制構築
お客さまに寄り添った事故対応を実践します

「お客さまの安心と満足」を追求した業務体制
適切な利益相反管理
特定保険契約とご高齢のお客さま契約の管理
お客さまニーズに応える商品・サービスを提供します
定期的なアフターフォロー体制構築
早期更改手続き体制構築
お客さまに寄り添った事故対応を実践します
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金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」に示されている内容との対応関係について（6）

11

【原則6】顧客にふさわしいサービスの提供

原則6

金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取 引目的・ニーズを
把握し、当該顧客にふさわしい金融商 品・サービスの組成、販売・推奨等
を行うべきである。

（注1）

金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨等に関 し、以下の点に留
意すべきである。

・ 顧客の意向を確認した上で、まず、顧客のライフプラ ン等を踏まえた目
標資産額や安全資産と投資性資産の適切 な割合を検討し、それに基づき、
具体的な金融商品・ サービスの提案を行うこと

・ 具体的な金融商品・サービスの提案は、自らが取り扱 う金融商品・
サービスについて、各業法の枠を超えて横 断的に、類似商品・サービスや
代替商品・サービスの内 容（手数料を含む）と比較しながら行うこと

・ 金融商品・サービスの販売後において、顧客の意向に 基づき、長期的
な視点にも配慮した適切なフォローアッ プを行うこと

〇顧客本位の業務運営に関する原則

方針3-1
方針3-2
方針4

方針5-1
方針5-2
方針5-3
方針5-4

方針1-1
方針3-1
方針3-2
方針5-1
方針5-2
方針5-3
方針5-4

ライフコンシェルジュ株式会社の方針の該当箇所



※当社は複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨することがない
ため、対象としておりません。

※当社における業務形態上、金融商品の組成に携わる金融事業者ではないため、本
原則は対象としていません。
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金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」に示されている内容との対応関係について（7）
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【原則6】顧客にふさわしいサービスの提供

（注2）

金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する
場合には、当該パッケージ全体 が当該顧客にふさわしいかについて留意すべきで
ある。 （※）

（注3）

金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性を踏ま
えて、販売対象として想定する 顧客属性を特定・公表するとともに、商品の販売
に携わ る金融事業者においてそれに沿った販売がなされるよう 留意すべきである。
（※）

（注4）

金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融商品の販売・推奨等を行う場合
や、金融取引被害を受けやすい 属性の顧客グループに対して商品の販売・推奨等
を行う 場合には、商品や顧客の属性に応じ、当該商品の販売・ 推奨等が適当かよ
り慎重に審査すべきである。

（注5）

金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に係る理解を深めるよ
う努めるとともに、顧客に対し て、その属性に応じ、金融取引に関する基本的な
知識を 得られるための情報提供を積極的に行うべきである。

〇顧客本位の業務運営に関する原則

方針3-1
方針3-2
方針5-1
方針5-2
方針5-3
方針5-4

方針2-1
方針2-2
方針4

方針6-1
方針6-2

ライフコンシェルジュ株式会社の方針の該当箇所

適切な利益相反管理
特定保険契約とご高齢のお客さま契約の管理
お客さまニーズに応える商品・サービスを提供します
定期的なアフターフォロー体制構築
早期更改手続き体制構築
お客さまに寄り添った事故対応を実践します

お客さまの声に真摯に耳を傾け、改善に活かします
お客さまの利益を不当に害さないよう適切に業務を行います
お客さまニーズに合った最適な商品をご選択いただけるよう、
適正な保険募集および契約管理を行います。
代理店が行う業務の品質向上に取り組みます。
従業員の育成の実施と能力開発に取り組みます。



【ご留意】

※当社は保険代理店であるため、金融商品の組成を行うことはございません。
※当社は保険会社から販売を委託されている保険商品を始めとする当社が取扱う金融商品・
サービスについて、当社では複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売推奨をし
ておりません。
※当社の取扱商品の特性上ならびに販売手数料等の開示義務がある保険代理店ではございま
せん。
上記の理由から、当該事項に係る原則４、原則５（注２）、原則６（注２）、（注３）につ
いては、本方針の対象としておりません。
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金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」に示されている内容との対応関係について（8）
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【原則7】従業員に対する適切な動機づけの枠組み

原則7

金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取
扱い、利益相反の適切な管理等を促進す るように設計された報酬・業績評
価体系、従業員研修そ の他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス
体制を整備すべきである。

（注）

金融事業者は、各原則（これらに付されている注を含 む）に関して実施す
る内容及び実施しない代わりに講じ る代替策の内容について、これらに携
わる従業員に周知 するとともに、当該従業員の業務を支援・検証するため
の体制を整備すべきである。

〇顧客本位の業務運営に関する原則

方針1-1
方針1-2
方針3-1
方針3-2
方針6-1
方針6-2

方針6-1
方針6-2

ライフコンシェルジュ株式会社の方針の該当箇所

「お客さまの安心と満足」を追求した業務体制
社員一人ひとりが「お客さま第一」の価値観をもって行動します。
適切な利益相反管理
特定保険契約とご高齢のお客さま契約の管理
代理店が行う業務の品質向上に取り組みます。
従業員の育成の実施と能力開発に取り組みます。

代理店が行う業務の品質向上に取り組みます。
従業員の育成の実施と能力開発に取り組みます。
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ライフコンシェルジュ株式会社 FD方針における取組状況（KPI）

ライフコンシェルジュ株式会社のFD方針 2022年度の取組状況（KPI）
「お客さまの安心と満足」を追求した業務体制（方針1-1）

コンプアライアンス研修（内容・実施数）
販売研修・商品研修・事務研修（内容・実施数）
資格取得（種類・取得者数）

社員一人ひとりが「お客さま第一」の価値観をもって行動します（方針1-2）
お客さまの利益を不当に害さないよう適切に業務を行います（方針2-2）
代理店が行う業務の品質向上に取り組みます（方針6-1）
従業員の育成の実施と能力開発に取り組みます（方針6-2）

お客さまの声に真摯に耳を傾け、改善に活かします（方針2-1） お客さまの声（収集数・好事例・改善事例）
お客さまアンケート

適切な利益相反管理（方針3-1）
「顧客管理・意向把握シート」の確認（確認件数）

お客さまニーズに応える商品・サービスを提供します（方針5-1）

特定保険契約とご高齢のお客さま契約の管理（方針3-2） 委託保険会社別販売実績（各社別）
高齢者対応状況の検証（実施記録件数）

「お客さまの安心と満足」を追求した業務体制（方針1-1）

早期更改率 満期継続率お客さまニーズに合った最適な商品をご選択いただけるよう、
適正な保険募集および契約管理を行います（方針4）

早期更改手続き体制構築（方針5-3）
定期的なアフターフォロー体制構築（方針5-2） 保険台帳一覧の提供（提供数）

お客さまに寄り添った事故対応を実践します（方針5-4） 事故対応研修・勉強会（実施数）
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～2022年度の取組状況～

会議・コンプライアンス研修・販売研修・商品研修・事務研修・事故対応研修等の実施記録

社内会議等
全体会議 １１回
未来会議 2回
営業MTG ９回

クラークMTG １２回
コンプライアンス研修 １回

商品勉強会 １回
全体朝礼 １回

AIG損保
商品試験 1回
商品勉強会 5回

プレミアムクラブセミナー 2回
プロデュ―サーMTG ７回
事故対応研修 ７回
募集品質向上研修 １回
ARCコンピテンシー 2回

三井住友
代理店品質向上プログラム １回
MSカレッジe-ラーニング 2回

商品勉強会 3回
事故対応研修 ２回
東京海上
情報交換会 １回
代理店点検 1回
商品勉強会 2回
事故対応研修 ２回

大同生命
e-ラーニング 2回
代理店点検 1回

メットライフ生命
コンプライアンス研修 １回
代理店自己点検 1回

オリックス生命
業務点検 1回
商品勉強会 １回

エヌエヌ生命
代理店管理者向け研修 １回
勉強会（決算書の見方） 1回

あいおい生命
募集人継続教育制度 1回

あんしん生命
商品勉強会 4回

日本生命
商品勉強会 1回

ライフコンシェルジュ株式会社 FD方針における取組状況（KPI）



1,598件
72件

1,670件
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お客さまの声の収集数・好事例・改善事例

意向把握シートの実績及び確認検証件数

2022年12月時点

2023年３月以降に「お客さまアンケート」を実施予定とし、
2023年12月に当年度の集計データを開示予定

算出対象期間 2021年12月～2022年11月

損害保険
生命保険
合計件数

社員資格取得状況

高齢者対応実施記録件数
13件

アフターフォロー実施件数
（保険台帳一覧の提供件数）

73件

日本損害保険協会認定
損害保険トータルプランナー  ２名

２級ファイナンシャルプランニング技能士  2名

ライフコンシェルジュ株式会社 FD方針における取組状況（KPI）



AIG損害保険
三井住友海上火災
東京海上日動火災

93.26％
85.19％
90.06％

各商品合計

AIG損害保険

92.49％

三井住友海上火災

53.55％

東京海上日動火災

次年度より算出予定
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契約継続率

早期更改率 対象商品弊社抜粋

2022年12月時点

算出対象期間 2021年12月～2022年11月

算出対象期間 2021年12月～2022年11月

各保険会社別新規件数

186

277

105

13 6
14 30 1 3 2 3 AIG損保 186件

三井住友海上 277件
東京海上日動 105件
大同生命 13件
あんしん生命 6件
MSA生命 14件
メットライフ生命 30件
オリックス生命 1件
NN生命 3件
日本生命 2件
はなさく生命 3件

ライフコンシェルジュ株式会社 FD方針における取組状況（KPI）


